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ごあいさつ 

 

 

本市の未来を担う子どもたちは地域の宝物です。 

子どもたちが、親や家族の愛情、地域社会の見守りや支

え合いの中で、幸せに一歩一歩、自立した責任感ある社会

人へと成長していくことは、市民全員の願いです。 

本市においては、平成 27 年 3 月「喜多方市子ども・

子育て支援事業計画」を策定し、地域で安心して子どもを

育てる環境整備に努めてまいりました。 

そして今般、この計画に定めた各種事業の実施状況に対する評価を行ったうえで、

子育て世帯を取り巻く状況や幼児期の教育・保育等に対するニーズ調査の結果を基に、

令和２年度から令和６年度までの５年間の取組をまとめた「第二期喜多方市子ども・

子育て支援事業計画」を策定いたしました。 

基本理念を「喜多方市の未来を拓く子どもたちのために 安心・安全、思いやりの

ある子育てにやさしいまち・くらしづくり」と定め、第二期計画に盛り込んだ各種子

育て支援施策を着実に実施することで、全ての市民が笑顔にあふれ、夢と希望を持て

る「ふるさと喜多方」「わくわくする喜多方」の実現を目指してまいります。 

そのためには、市民の皆様や教育・保育事業者等関係機関と行政が一体となり、地

域全体で取り組んでいくことが何よりも大切であり、皆様には、今後も一層のご支援

とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

結びに、第二期計画の策定にあたり、ニーズ調査においてご意見・ご協力をいただ

きました多くの市民の皆様、また、貴重なご意見・ご提言をいただきました「喜多方

市子ども・子育て会議」委員の皆様方に心から感謝を申し上げます。 

 

 

 令和２年３月 

 

                  喜多方市長 遠藤 忠一 
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

少子化は、家庭、地域、雇用など子ども・子育てを取り巻く環境が変化し、様々な要

因が複雑に絡み合って発生していると考えられています。日本は少子化の進行などによ

り総人口が減少し、社会経済や社会保障制度など、社会全体に与える影響が大きく、そ

の対策が急務となったことから、少子化対策基本法等に基づき、少子化対策の総合的な

施策が展開されてきました。 

喜多方市（以降「本市」という。）では、2012（平成24）年８月の「子ども・子育

て関連３法」の成立を受け、2014（平成26）年度に「喜多方市子ども・子育て支援事

業計画」（以降「第一期計画」という。）を策定し、子ども・子育て支援に係る利用状況

や潜在的な利用ニーズを含めた利用希望を把握した上で、質の高い幼児期の教育・保育

の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保並びに地域における子ども・子育ての充実を

図ってきました。 

しかし、急激な少子化の進行は留まらず、また、すべての子どもにとって幼少期の教

育及び保育が重要であることから、国は、総合的な少子化対策を推進する一環として、

子ども・子育て支援法の一部を改正し「子育てのための施設等利用給付」を創設すると

ともに、2019（令和元）年10月から利用者負担を無償化する等の措置を講じることで、

子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を始めとする総合的な少子化対策を推進していく

こととしました。 

これを受け本市では、第一期計画の施策・事業の進捗評価等を行うとともに、「市町村

子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための考え方【改訂版】」に基

づいて、子ども・子育て支援の事業見込み人数の見直しを行いました。さらに、「第二期

市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』の算出等の考え方」に準じ、

前年度に実施した利用者のアンケート結果を踏まえながら、子ども・子育て支援に係る

利用ニーズを含めた利用希望等を見直しました。その上で「子ども・子育て会議」等で

議論を重ね、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の見込み人数等などを勘案した

結果、保育の受け皿の拡大や保育の質の確保などの提供体制の充実を盛り込んだ「第二

期喜多方市子ども・子育て支援事業計画」（以降「本計画」という。）を策定しました。 

本計画では、社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含めたすべての子ども

に向けた質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を推進することを中心に、

次世代育成支援対策推進法や子どもの貧困対策の推進に関する法律による関連施策を計

画的に実施し、本市に居住する子どもやその家族にとって「子どもの最善の利益」が実

現される事業展開を目指します。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第61条第１項に基づく計画として、国の定めた

基本指針に即して、策定するものです。また、2014（平成26）年４月に「改正次世代

育成支援対策推進法」が成立し、法の有効期限が2025（令和7年）3月まで10年間延

長されたため、第一期計画を引き継ぎ、本計画においても、必要な次世代育成支援施策

について取りまとめるとともに、2019（令和元）年６月に改正された「子どもの貧困

対策の推進に関する法律」により策定が努力義務とされた市町村子どもの貧困対策推進

計画も兼ねて、今後子ども・子育てのための支援を総合的・一体的に推進するための計

画として位置付けます。 

３ 他計画との関係 

本計画を策定するにあたっては、「喜多方市総合計画」のもと、関連する「喜多方市教

育振興基本計画」「喜多方市地域福祉計画」「第3次喜多方市障がい者計画・第5期喜多方

市障がい福祉計画・第1期喜多方市障がい児福祉計画」「第三次健康きたかた21」「第３

次喜多方市男女共同参画推進基本計画」との整合性を図るよう努めました。 

■ 他計画との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

喜多方市 

総合計画 

各種事業 

第二期 

喜多方市 

子ども・子育て 

支援事業計画 

◇喜多方市教育振興基本計画 

◇喜多方市地域福祉計画 

◇第 3次喜多方市障がい者計

画・第 5 期喜多方市障がい 

福祉計画・第 1期喜多方市 

障がい児福祉計画 

◇第三次健康きたかた 21 

◇第 3次喜多方市男女共同 

参画推進基本計画 等 

国 

◇子ども・子育て関連３法 

◇少子化社会対策基本法 

◇次世代育成支援対策推進法 

◇児童福祉法 

◇子どもの貧困対策の推進に 

関する法律 

福島県 

◇子ども・子育て支援事業計画 

◇ひとり親家庭等自立支援計画 

◇障がい者計画 

◇ふくしま新生子ども夢プラン 
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４ 計画期間 

子ども・子育て支援法では、市町村子ども・子育て支援事業計画は、５年を一期とし

て策定することとされています。 

このことから、本計画の期間は2020（令和２）年度から2024（令和６）年度まで

の５年間とし、2019（令和元）年度に策定しました。 

なお、計画期間中であっても、社会情勢の変化や子育て家庭のニーズ等に対応するた

め、必要に応じて見直しを行います。 

■ 計画期間 

2015 
年度 

2016 
年度 

2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

第一期喜多方市子ども・子育て支援事業計画      

     第二期喜多方市子ども・子育て支援事業計画 

 

５ 制度改正等のポイント 

（１）子ども・子育て支援法の改正 

2018（平成30）年４月１日施行の「子ども・子育て支援法一部改正」により、保

育の需要の増大等に対応するため、一般事業者から徴収する拠出金の率の上限を引き

上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てる

こととする等の措置が講じられました。 

2019（令和元）年５月10日には「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」

が成立したことにより、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家

庭の経済的負担の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育・保育等を行

う施設等の利用に関する給付制度の創設等の措置が講じられました。 

① 幼児教育・保育の無償化 

2019（令和元）年10月より、３歳から５歳までのすべての子どもに加えて０歳か

ら２歳までの住民税非課税世帯の子どもに対する、幼稚園・保育所・認定こども園や

認可外施設における利用料負担（保育料）の無償化を実施しました。 

② 放課後児童クラブの受け皿拡大 

女性の就業率の上昇等による共働き家庭の「小１の壁」「待機児童」解消を目指した

新たな目標に向け、放課後児童クラブのさらなる受け皿拡大などの事業整備を行うと

ともに、子どもの自主性、社会性のより一層の向上を図りながら子どもの健全な育成

を目的とする放課後児童クラブの役割を徹底しました。 
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③ 広域調整の促進による待機児童の解消 

待機児童の解消に向けた対策として、市町村間で利用者を広域調整するために都道

府県が協議会の設置のまとめ役となり、関係する市町村や保育事業者が参加しながら

広域での待機児童解消を目指します。 

（２）基本指針の改正に係る留意事項 

制度の施行状況や関連施策の動向を反映させるため、以下の４点が追加されました。 

① 幼児教育アドバイザーの配置・確保 

幼児教育・保育の質の向上に資するよう、市町村は教育・保育に関する専門性を有

する指導主事・幼児教育アドバイザーの配置・確保等に努めます。 

② 幼稚園や保育を必要とする幼児の預かり保育の利用希望への対応 

幼稚園の利用希望または保育を必要とする幼児の預かり保育の利用希望に対応でき

るよう、市町村等は適切な見込み人数を推計し、確保の内容についても公立認定こど

も園の入園対象年齢の引下げ等も含め検討します。 

③ 外国につながる幼児への支援・配慮 

国際化の進展に伴って外国につながる幼児（海外から帰国した子どもや保護者が外国

人の子ども）やの増加が見込まれることを踏まえ、幼児が円滑な教育・保育等の利用が

できるよう、市町村等は保護者及び教育・保育施設等に対し必要な支援を行います。 

④ 地域子ども・子育て支援事業の見込み人数等 

・利用者支援事業の見込みは、地域子育て支援拠点事業における見込み人数等や、子育

て世代包括支援センターの設置を見据えた見込み人数等となるよう留意いたします。 

・放課後児童健全育成事業の見込みは、可能な限り学年ごとに見込み人数を算出いたし

ます。 

（３）児童福祉法改正による社会的養育に関する抜本的な改正 

2016（平成28）年６月の改正によって、すべての児童が健全に育成されるよう、

児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策強化を図るため、子育て世代

包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点設置、市町村や児童相談所の体制の強

化、里親委託の推進等を講じることとなりました。また、２018（平成30）年７月に

示された「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」に基づき、すべての子ど

もが地域でのつながりを持ち、虐待予防のための早期対応から発生時の迅速な対応、

虐待を受けた子どもの自立支援等に至るまで、切れ目ない支援を受けられる体制の構

築を目指すこととなりました。 
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（４）喜多方市次世代育成支援行動計画及び喜多方市子どもの貧困対策推進計画

の推進 

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資する

ため次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するとともに、次世代育成支援のた

めの行動を計画的に取り組むため、2005（平成17）年３月に「喜多方市次世代育成

支援行動計画」を、2010（平成22）年に同計画（後期）を策定しました。 

改正次世代育成支援対策推進法が成立し法の有効期限が10年間延長されたため、同

計画は第一期計画に引き継がれているところであり、本計画においても次世代育成支

援施策を見直したうえで引き継ぐこととしました。（各論２） 

また、その一部を「子どもの貧困対策の推進に関する法律」により策定が努力義務

とされた市町村における子どもの貧困対策についての計画（喜多方市子どもの貧困対

策推進計画）の施策として位置付けることとしました。（各論２・基本目標７・（３）

子どもの貧困対策の推進） 

６ 計画の策定体制と住民意見の反映 

本計画の策定体制としては、「喜多方市子ども・子育て会議」を設置し、地域の関係者

から選ばれた市民代表者を委員として委嘱しており、委員からは計画策定に対する意見

を求めるとともに、計画策定に必要な検討課題に関する審議結果を計画に反映させまし

た。 

また、本市の子育て支援等に関わるニーズの把握のため、2019（平成31）年１月に

子育て中の保護者を対象としたアンケート形式のニーズ調査を行い、調査結果から得ら

れた子育ての現状や今後の子育て支援に係る意向等は、新たなサービスの目標事業見込

み人数等の設定や子育て支援施策推進の検討資料として活用しました。計画書（最終案）

ができた段階においてパブリックコメントを行い、市民からの計画に対する意見等を精

査しながら必要に応じて計画書に盛り込み、市民意見の反映に努めました。 

７ 県や近隣市町村との連携 

子ども・子育て支援事業のニーズ見込みの設定や確保策の検討にあたっては、庁内の

関係部署及び県と協議・調整を行いながら、市民のニーズに対応できるよう相互に連携

を図りました。また、近隣市町村間の連携を図る上では、必要に応じて県が広域調整を

行うこととなっていることから、恒常的な情報交換と必要な支援を受けるなど、県との

連携を図りました。 

子ども・子育て支援の実施にあたっては、市民が希望するサービスを利用できるよう、

地域の資源を有効に活用し、地域の実情に応じた市町村域を超えたサービスの利用や、

個々のサービスの特性に留意する必要があるため、近隣市町村や保育事業者等との連携

と協働に努めます。  
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Plan 

（計画） 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 

Action 

（改善） 

８ 計画の推進・評価体制 

（１）計画の推進体制 

子ども・子育て支援に携わる関係部署を中心に、幼児期の学校教育・保育及び子育

て支援の関係者等の参画による計画の着実な実施や推進を図ります。 

また、子ども・子育て会議での意見の聴取や、幼稚園、保育所、子育て支援団体等

との連携により、地域が一体となった子ども・子育て支援の環境の向上に努めます。 

（２）計画の公表及び周知 

計画の目標を達成するためには、計画の内容を広く市民に知ってもらう必要があり

ます。 

計画の周知にあたっては、市広報紙や市ホームページを活用し広報活動を実施しま

す。 

また、各事務事業においても、市広報紙をはじめとするあらゆる媒体を活用すると

ともに、地域や事業者と連携して市民一人ひとりに情報が行きわたるよう、周知に努

めます。 

（３）計画の評価と進行管理 

計画の推進については、施策の実施状況や費用対効果の観点等について、実施部門

や「喜多方市子ども・子育て会議」において、各年度に点検、評価を実施するととも

に、ＰＤＣＡサイクルの確立による計画の進行管理に努めます。 

また、計画期間中において、計画に定める見込み人数等が大きく変動する場合は、

計画の見直しを必要に応じ随時行います。 

■ ＰＤＣＡサイクル図 
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第２章 子ども・子育て支援の現状と課題 

１ 本市における人口と子ども人口の状況 

（１）人口と子ども人口の推移 

本市の人口は2010（平成22）年以降、減少し続けています。３階級別人口をみる

と、2010（平成22）年以降老年人口（65歳以上）は横ばい傾向、生産年齢人口（15

～64歳）、年少人口（０～14歳）は減少しています。 

■ ３階級別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日） 
 

2010（平成22）年以降の子ども人口（就学前児童及び小学生）の減少割合が、人

口の減少割合よりも大きいことから、総人口に対する児童（０～11歳）の割合は低下

し、2019（平成31）年には8.8％となっています。 

■ 人口と子ども人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※児童（0～11 歳）の割合は総人口に占める児童の割合 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日）  

6,780 6,603 6,426 6,274 6,117 6,003 5,849 5,687 5,552 5,385 

30,474 30,405 30,021 29,436 28,861 28,144 27,347 26,812 26,245 25,669 

16,207  15,932  15,853  16,016  16,136  16,405  16,669  16,743  16,600  16,665  

53,461 52,940 52,300 51,726 51,114 50,552 49,865 49,242 48,397 47,719 
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60,000
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339 370 344 332 360 367 331 343 300 281 

390 349 384 352 343 367 363 335 339 309 

388 403 357 376 357 352 360 366 343 336 

339 389 397 355 371 358 352 359 367 341 

407 342 391 396 350 372 362 349 355 369 

422 414 346 

 
395 385 359 371 360 350 352 

2,285 2,267 2,219 2,206 2,166 2,175 2,139 2,112 2,054 1,988 

0

1,000

2,000

3,000
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０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

（人） 

さらに就学前児童（０～５歳児）の１歳ごとの人口推移をみると、2010（平成22）

年から2019（平成31）年にかけて３歳児以外はいずれも減少し、全体では297人

（13.0％減）減少しています。 

このように０～５歳児人口・生産年齢人口（15～64歳）がともに減少しているこ

とから今後も児童数の減少は続くものと見込まれます。 

■ ０～５歳児の人口推移 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日） 

 

（２）合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率は、変動が大きく1.4～1.7台で推移しています。また、ほと

んどの年で全国を上回っています。 

■ 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国・福島県は厚労省「人口動態統計」 
喜多方市は国の算定式により算出した推計値 
（人口動態調査(厚生労働省)住民基本台帳） 
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２ 子育て家庭の状況 

（１）子育て世帯の推移 

2005（平成17）年から2015（平成27）年の子育て世帯の推移をみると、一般

世帯、６歳未満親族のいる世帯、18歳未満親族のいる世帯いずれも減少しています。 

■ 子育て世帯（18歳未満の子どもがいる世帯）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

また、ひとり親世帯の推移をみると、世帯数はほぼ横ばいですが、子育て世帯に占

めるひとり親世帯の割合は増加傾向にあります。 

■ ひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（２）子育て世帯の子ども人数と主な保育者 

調査結果から子育て世帯の子どもの人数をみると、就学前児童・小学生の世帯とも

に「２人」、「３人」、「１人」の順となり、「２人」以上の世帯の割合は、就学前

児童で71.0％、小学生で80.7％と小学生の世帯が9.7
ポイ

ント高くなっています。 

就学前児童の前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「１人」と回答した割合が28.1％

から20.2％となり、一人っ子が減少している状況です。 

■ 子育て世帯の子ども人数 

 《Ｈ25調査（就学前児童）》 《Ｈ30調査（就学前児童）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《Ｈ30調査（小学生）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学生は前回調査（H25 年）をしていません。 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

就学前児童の世帯で日常的に子育てに関わっている方（施設含む）をみると、「父

母ともに」（65.6％）の割合が最も高く、次いで「祖父母」（48.0％）、「認定こ

ども園」（33.7％）となっています。 

前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「父母ともに」と回答した割合は11.8
ポイ
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くなっています。また、2016（平成28）年度から公立幼稚園を幼保連携型認定こど

も園への移行を進めているため、「認定こども園」と回答した割合が大きく伸びてい

ます。 

■ 日常的に子育てに関わっている方 

 《Ｈ25調査》 《Ｈ30調査》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

 

 

主な親族等協力者が「いずれもいない」と回答した割合は、前回調査（Ｈ25）の9.2％

から今回調査（Ｈ30）は10.3％とやや高くなっています。 

   

■ 主な親族等協力者の状況 

 《Ｈ25調査》 《Ｈ30調査》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 
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【「2 子育て家庭の状況」に関するニーズ調査結果のまとめ】 

孤立した育児環境にある家庭に対しては、個々のニーズに対応した子育て支援の手

を差し伸べるとともに、安心できる育児環境づくりが必要です。また、地域子育て支

援拠点事業を実施している施設等と連携して、その活動の周知徹底・普及を図るとと

もに、気軽に相談できる（相談しやすい）体制の整備が必要です。 

（※関連施策 各論2 基本目標 １基本施策（１）（２）（３）（５） 

           基本目標 ２基本施策（１） 

 

 

３ 保護者の就労・育児休業制度利用の状況 

（１）本市の就業率 

本市の15歳以上の就業率をみると、2010（平成22）年は男女ともに低下、その

後、2015（平成27）年には男女ともにやや上昇しています。 

■ 男女別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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女性の年齢別労働力率をみると、結婚前と子どもの育児（子育て）期間終了後に上

昇するＭ字カーブは、2005（平成17）年に比べ2015（平成27）年は緩やかにな

り、全国的には通常低くなる30～44歳でも80％以上と高くなっています。 

■ 女性の年齢別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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44 

歳 

45 

｜ 

49 

歳 

50 

｜ 

54 

歳 

55 

｜ 

59 

歳 

60 

｜ 

64 

歳 

65 

｜ 

69 

歳 

70 

｜ 

74 

歳 

75 

｜ 

79 

歳 

80 

｜ 

84 

歳 

85 

歳 

以 

上 

2005年 

2010年 

2015年 
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41.5  

50.8  

7.4  

8.1  

19.1  

19.3  

1.6  

2.5  

27.4  

17.6  

1.7  

1.1  

1.3  

0.6  

0% 25% 50% 75% 100%

H25調査 

n=632 

H30調査 

n=652 

フルタイムで就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

フルタイムで就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

パート・アルバイト等で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

パート・アルバイト等で就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

以前は就労していたが、 

現在は就労していない 

これまで就労したことがない 

無回答 

59.9  

1.9  

24.9  

1.0  

8.5  

0.4  

3.5  

0% 25% 50% 75% 100%

H30調査 

n=720 

フルタイムで就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

フルタイムで就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

パート・アルバイト等で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

パート・アルバイト等で就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

以前は就労していたが、 

現在は就労していない 

これまで就労したことがない 

無回答 

（２）母親の就労状況 

母親の就労状況をみると、「フルタイムで就労している」「パート・アルバイト等

で就労している」を合わせた現在就労している方は、就学前児童で80.7％、小学生で

87.7％となっています。そのうち産休・育休・介護休業を取得中の方は、就学前児童

で10.6％、小学生では2.9％となっています。 

就学前児童の前回調査（Ｈ25）との比較をみると、就労している母親の割合は8.0
ポイ

ント

高くなっています。また、産休・育休・介護休業を取得中の母親の割合も1.6
ポイ

ント高くな

っています。 

■ 母親の就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学生は前回調査（H25 年）をしていません。 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

  

就学前児童 

小学生 
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母親の１週当たりの就労日数をみると、就学前児童・小学生ともに「５日」（71.1％・

68.0％）の割合が最も高くなっています。 

就学前児童の前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「６日以上」働いていた母親は

29.3％から19.6％と9.7
ポイ

ント低くなっています。 

■ 母親の就労日数（１週当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学生は前回調査（H25 年）をしていません。 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

 

 

 

 

  

0.5 0.2 
1.4 4.3 

63.4 

29.3 

0.9 0.2 0.8 2.3 
4.9 

71.1 

19.6 

1.1 

0%

25%

50%

75%

100%

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答 

H25調査 

n=440 

Ｈ30調査 

n=526 

就学前児童 

0.2 0.2 1.3 
6.2 

68.0 

23.3 

1.0 
0%

25%

50%

75%

100%

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答 

Ｈ30調査 

n=631 

小学生 
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母親の出勤時間は、就学前児童・小学生ともに「７時台」（45.6％・42.5％）の

割合が最も高く、次いで「８時台」（36.3％・37.2％）となっています。 

■ 母親の出勤時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

       

0.0 2.9 

45.6 

36.3 

4.8 3.2 
7.2 

0%

25%

50%

75%

100%

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以後 無回答 

Ｈ30調査 

n=526 

就学前児童 

0.5 
3.8 

42.5 
37.2 

6.3 
3.0 

6.7 

0%

25%

50%

75%

100%

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以後 無回答 

Ｈ30調査 

n=631 

小学生 
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母親の帰宅時間は、就学前児童・小学生ともに、「18～19時台」（54.4％・46.3％）

の割合が最も高く、次いで「16～17時台」（26.6％・24.6％）となっています。 

■ 母親の帰宅時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

  

2.3 
6.8 

26.6 

54.4 

2.1 0.8 
7.0 

0%

25%

50%

75%

100%

12時より前 12～15 

時台 

16～17 

時台 

18～19 

時台 

20～21 

時台 

22時以後 無回答 

Ｈ30調査 

n=526 

就学前児童 

7.0 
10.3 

24.6 

46.3 

4.1 1.0 
6.8 

0%

25%

50%

75%

100%

12時より前 12～15 

時台 

16～17 

時台 

18～19 

時台 

20～21 

時台 

22時以後 無回答 

Ｈ30調査 

n=631 

小学生 
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13.6  

17.2  

47.3  

36.9  

25.5  

35.2  

13.6  

10.7  

0% 25% 50% 75% 100%

H25調査 

n=184 

H30調査 

n=122 

子育てや家事などに 

専念したい 

（就労の予定はない） 

１年より先、一番下の 

子どもが□□歳に 

なったころに就労したい 

すぐにでも、 

もしくは１年以内に 

就労したい 

無回答 

37.5  12.5  37.5  12.5  

0% 25% 50% 75% 100%

H30調査 

n=64 

子育てや家事などに 

専念したい 

（就労の予定はない） 

１年より先、一番下の 

子どもが□□歳に 

なったころに就労したい 

すぐにでも、 

もしくは１年以内に 

就労したい 

無回答 

現在就労していない母親の今後の就労希望をみると、就学前児童は「すぐにでも、

もしくは１年以内に就労したい」（35.2％）、小学生は「子育てや家事などに専念し

たい（就労の予定はない）」「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」（各37.5％）

の割合が最も高くなっています。 

また、就労の予定はないと回答した小学生の母親の割合は高く、就学前児童の２倍

以上となっています。 

就学前児童の前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「すぐにでも、もしくは１年以

内に就労したい」母親の割合は9.7
ポイ

ント高くなっています。 

■ 就労していない母親の今後の就労意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学生は前回調査（H25 年）をしていません。 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

  

就学前児童 

小学生 
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38.1  

31.1  

35.8  

50.8  

23.9  

16.6  

2.2  

1.5  

0% 25% 50% 75% 100%

H25調査 

n=632 

H30調査 

n=652 

働いていなかった 取得した 

（取得中である） 

取得して 

いない 

無回答 

1.9  

0.9  

1.6  

2.1  

85.6  

82.4  

10.9  

14.6  

0% 25% 50% 75% 100%

H25調査 

n=632 

H30調査 

n=652 

働いていなかった 取得した 

（取得中である） 

取得して 

いない 

無回答 

（３）育児休業制度利用の状況 

育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」母親は50.8％、

一方、父親は2.1％となっています。 

前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「取得した（取得中である）」母親は35.8％

から50.8％となり、15.0
ポイ

ント高くなっています。 

■ 育児休業制度の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

 

 

 

 

 

母親が育児休業から復帰したときの子どもの月齢をみると、「10～12か月」

（32.5％）の割合が最も高く、次いで「４～６か月」（21.0％）、「７～９か月」

（15.5％）となっています。 

前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「10～12か月」での復帰は22.7％から32.5％

と9.8
ポイ

ント高くなっています。加えて、「13～18か月」まで育児休業を取得しているケ

ースが増加傾向にあります。 

  

就学前児童（母親） 

就学前児童（父親） 
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0.0  

14.4  
19.3  

14.9  
22.7  

3.9  3.9  6.6  
0.0  

14.9  

0.0  
8.9  

21.0  
15.5  

32.5  

10.3  
5.9  4.8  0.0  1.1  

0%

25%

50%

75%

100%

0か月 1～ 

3か月 

4～ 

6か月 

7～ 

9か月 

10～ 

12か月 

13～ 

15か月 

16～ 

18か月 

19～ 

30か月 

31か月 

以上 

無回答 

Ｈ25調査 

n=181 

Ｈ30調査 

n=271 

33.9  17.3  43.9  4.8  

0% 25% 50% 75% 100%

H30調査 

n=271 

利用する必要がなかった 

（フルタイムで働きたかった、 

もともと短時間勤務だった） 

利用した 利用したかったが、 

利用しなかった 

（利用できなかった） 

無回答 

■ 育児休業から復帰したときの子どもの月齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

 

職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況をみると、「利用した」母親は17.3%、

一方で利用希望があるものの利用できなかった母親は４割を超えています。 

■ 職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

 

  【「３ 保護者の就労・育児休業制度利用の状況」に関するニーズ調査結果のまとめ】 

雇用及び経済面において、安心して出産・育児が出来る職場環境の整備と公的支援

制度の周知・普及を図るとともに、希望した育児休業期間満了時から教育・保育事業

を利用したい保護者が、不安なく利用できる事業体制・運営となるようにさらなる改

善をしていく必要があります。また、母親の育児休業の取得割合は高くなっているも

のの、父親の取得割合は現状維持の状況となっているため、父親の育児休業取得率の

向上を目指し、育児に対する意識の改革や取得しやすい職場環境の整備、父親の育児

参加の促進を進める必要があります。 

（※関連施策 各論 2基本目標２基本施策（１）、基本目標５基本施策（１）（２））    

  

就学前児童（母親） 

就学前児童（母親） 
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66.3  

78.2  

32.1  

20.6  

1.6  

1.2  

0% 25% 50% 75% 100%

H25調査 

n=632 

H30調査 

n=652 

利用している 利用していない 無回答 

21.7  

12.4  

50.4  

***  

***  

*** 

3.1  

*** 

10.0  

***  

1.0  

1.2  

0.2  

12.9  

3.9  

34.9  

44.9  

3.9  

***  

1.4  

***  

1.0  

*** 

0.2  

0.6  

0.2  

0% 25% 50% 75% 100%

幼稚園 

幼稚園の預かり保育 

認可保育所 

認定こども園 

小規模保育施設 

家庭的保育 

事業所内保育施設 

自治体の認証・認定保育施設 

認可外保育施設 

居宅訪問型保育 

ファミリー・サポート・センター 

その他 

無回答 

H25調査 

n=419 

Ｈ30調査 

n=510 

19.0  

10.9  

13.0  

8.4  

5.7  

*** 

1.9  

***  

0.6  

0.9  

1.9  

0.5  

37.2  

27.5  

18.7  

40.6  

55.1  

4.1  

1.7  

3.4  

1.7  

0.9  

3.2  

10.9  

1.4  

4.9  

0% 25% 50% 75% 100%

H25調査 

n=632 

Ｈ30調査 

n=652 

４ 子育て支援事業の提供体制と利用状況 

（１）定期的な教育・保育事業の利用状況 

定期的な教育・保育事業を「利用している」就学前児童は78.2％となっています。

利用している教育・保育事業は、「認定こども園」（44.9％）の割合が最も高く、次

いで「認可保育所」（34.9％）、「幼稚園」（12.9％）となっています。 

また、実際の利用と利用希望との差をみると、「幼稚園の預かり保育」で14.8
ポイ

ント、

「幼稚園」で14.6
ポイ

ント、「ファミリー・サポート・センター」で10.7
ポイ

ント、「認定こど

も園」で10.2
ポイ

ントと、いずれも希望が高い状況です。 

前回調査（Ｈ25）との比較をみると、定期的な教育・保育事業の利用割合は11.9
ポイ

ント高

くなっています。また、「認定こども園」を利用している割合が大きく伸びています。 

■ 定期的な教育・保育事業の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ■ 利用している定期的な教育・保育事業 ■ 利用を希望する定期的な教育・保育事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果  

就学前児童 
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68.3  

70.2  

2.9  

1.7  

0.7  

0.2  

0.7  

61.6  

76.9  

3.7  

0.6  

1.4  

0.4  

0.6  

0% 25% 50% 75% 100%

子どもの教育や発達のため 

子育てをしている方が現在就労している 

子育てをしている方に就労予定がある／求職中である 

子育てをしている方が家族・親族などを介護している 

子育てをしている方に病気や障害がある 

子育てをしている方が学生である 

その他 

H25調査 

n=419 

H30調査 

n=510 

（２）定期的な教育・保育事業の利用理由と利用していない理由 

平日に教育・保育事業を利用している理由は、「子育てをしている方が現在就労し

ている」（76.9％）割合が最も高く、次いで「子どもの教育や発達のため」（61.6％）

となっています。 

前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「子育てをしている方が現在就労している」

割合は、6.7
ポイ

ント高くなっています。 

■ 平日に教育・保育事業を利用している理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

 

 

 

 

利用していない理由は、「子どもがまだ小さいため」（39.6％）と回答した割合が

最も高く、次いで「利用する必要がない」（33.6％）となっています。また、「子ど

もがまだ小さいため」と回答した方のうち、約７割が「３歳」での利用を考えていま

す。前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「利用したいが、保育・教育の事業に空き

がない」と回答した割合が 6.9％から 19.4％と高くなっています。 

 

 

 

  

就学前児童 
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44.8  

30.0  

0.0  

6.9  

10.8  

2.5  

3.0  

30.0  

***  

*** 

33.6  

26.9  

0.7  

19.4  

3.7  

3.7  

3.0  

39.6  

14.9  

3.0  

0% 25% 50% 75% 100%

利用する必要がない 

子どもの祖父母や親戚がみている 

近所の人や父母の友人・知人がみている 

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない 

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 

利用したいが、事業の質や場所など、 

納得できる事業がない 

子どもがまだ小さいため 

（□歳くらいになったら利用しようと考えている） 

その他 

無回答 

H25調査 

n=203 

Ｈ30調査 

n=134 

0歳 

0.0% 

1歳 

13.1% 

2歳 

11.5% 

3歳 

49.2% 

4歳 

18.0% 

5歳 

8.2% 

無回答 

0.0% 

就学前児童 

n=61 

0歳 

0.0% 

1歳 

9.4% 

2歳 

5.7% 

3歳 

71.7% 

4歳 

11.3% 

5歳 

1.9% 

無回答 

0.0% 

就学前児童 

n=53 

■ 教育・保育事業を利用していない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 利用を希望する子どもの年齢 

 《Ｈ25調査》 《Ｈ30調査》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

   【「４ 子育て支援事業の提供体制と利用状況」に関するニーズ調査結果のまとめ】 

保護者のニーズに対応できるよう、各施設の見込み人数の精査が必要となります。 

（※関連施策 各論１全般） 

  

 

就学前児童 
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５ 子どもの貧困をめぐる状況 

（１）子どもの貧困率 

全国の「子どもの貧困率」（17歳以下）は2012（平成24）年まで上昇傾向にあ

りましたが、2015（平成27）年には13.9％に低下しています。 

子どもがいる現役世帯のうち、「大人が１人」の世帯の貧困率は50.8％と、「大人

が２人以上」の世帯の10.7％に比べて高い水準となっています。 

（※関連施策 各論2基本目標７基本施策（３）） 

■ 子どもの貧困率の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※子どもの貧困率 

平成 27年の貧困線（等価可処分所得の中央値の半分）は 122万円となっており、貧困線

に満たない世帯で暮らす 17 歳以下の割合をいいます。 

※子どもがいる現役世帯 

世帯主が 18歳以上 65歳未満で子どもがいる世帯をいいます。 
 

資料：厚生労働省 平成 28 年国民生活基礎調査 
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６ 家庭児童相談について 

家庭児童相談の件数の推移をみると、2015（平成27）年度から201８（平成30）

年度は60件前後の横ばいで推移していますが、2019（令和元）年度は95件と相談

件数が大きく増加しています。 

（※関連施策 各論2基本目標７基本施策（１）（２）（３）） 

■ 家庭児童相談件数推移（実件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 家庭児童相談種別件数の推移（実件数） 

 

  2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 

養
護

相
談 

児童虐待相談 19 13 10 8 31 

その他の相談 17 16 13 14 49 

保健相談 4 1 0 0 0 

障
害
相
談 

肢体不自由相談 0 0 0 0 0 

視聴覚障害相談 0 0 0 0 0 

言語発達 
障害等相談 

4 7 0 0 0 

重症心身 
障害相談 

0 0 0 0 0 

知的障害相談 7 3 7 1 0 

発達障害相談 17 13 8 23 8 

非
行

相
談 

ぐ犯行為等相談 1 0 0 0 0 

触法行為等相談 1 2 0 0 0 

育
成
相
談 

性格行動相談 7 3 9 3 1 

不登校相談 1 6 4 2 2 

適性相談 0 1 2 0 0 

育児・ 
しつけ相談 

0 0 0 2 0 

その他の相談 1 0 6 12 4 

合 計 79 65 59 65 95 

※2019（令和元）年度は 4 月から 10 月までの相談件数 
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７ 第一期計画の施策実施状況と課題 

第一期計画の施策の実施状況について、次の４段階で評価しました。 

各施策を概ね計画通り進捗している結果となりました。 

S：計画以上の実施している 

A：概ね計画どおりに実施している 

B：実施しているが計画（見込）どおり進んでいない 

C：実施していない 

（１）子育て支援 

施策の内容 評価 

延長保育、預かり保育、一時保育、病中病後児保育、休日保育等の実施と充実
に努めます。 

Ａ 

実
施
状
況 

保育、子育て援助活動事業を実施する保育施設に対して支援を行うことにより、多様な
保育ニーズに応じた提供体制の拡大を図ることができました。 
〇時間外保育（延長保育） 

2015年 5,811人、2018年 7,701人 
〇預かり保育・一時預かり（のべ人数） 

2015年 1,493人、2018年 1,775人 
〇病後児保育（のべ人数） 

2015年 21人、2018年 25人 
〇休日保育 
１保育施設が実施していましたが、需要が無かったことから、現在は実施していません。 

課 

題 

勤労形態の多様化や共働き家庭の増加傾向は今後も予想される中、依然として子育て家
庭の多様な保育ニーズも高いことから、引き続き子育て家庭における利用状況等に応じた
対応を図る必要があります。 

方 
向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論１ ４地域子ども・子育て支援事業の見込み人数等及び確保の方策  
（3）通所型事業 
◆各論２ 基本目標１ 基本施策（２） 

施策の内容 評価 

保護者の経済的負担を軽減するために、受益者負担の原則を踏まえながら、保
育料の徴収基準や育児を助成する事業等について検討します。 

Ｓ 

実
施
状
況 

保育料については、国の定めている基準より低く設定しています。 
また、多子世帯の対象世帯については、保育料軽減を図るため補助金を支給しています。 
2019年10月から国の施策として幼児教育・保育の無償化が実施され、保護者の負担が軽

減されています。 

課 

題 

― 

方 

向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論２ 基本目標１ 基本施策（２） 
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施策の内容 評価 

教育費の負担軽減を図るため、引き続き、遠距離通学費補助、児童生徒就学援
助及び大会参加補助等を行うとともに、奨学金の貸与を行います。 

Ａ 

実
施
状
況 

遠距離通学する児童生徒の保護者に補助金を交付しています。また、一定の要件を満た
し、予約型乗合交通（デマンドバス）により通学する児童生徒の保護者に対し、定期券購
入費の全額または一部を扶助しています。さらに、小中学生が参加する音楽祭や体育大会
について、その経費の一部を補助しています。 
就学援助については、要保護・準要保護に認定された児童生徒及び特別支援学級に就学

する児童生徒の保護者に対し、学用品費や学校給食費等を扶助しています。 
経済的な理由により修学が困難な生徒又は学生に奨学資金を貸与し、修学を支援してい

ます。 

課 

題 

奨学金貸付償還金に収入未済額が発生しています。また、奨学資金利用者が減少してい
ます。 

方 

向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論１ ４地域子ども・子育て支援事業の見込み人数等及び確保の方策
（４)  
◆各論２ 基本目標７ 基本施策（３） 

施策の内容 評価 

いじめや虐待に対応するため、要保護児童地域対策協議会を設立するなど、子
どもの人権を守る施策に取り組みます。 

Ａ 

実
施
状
況 

児童虐待等を未然に防止するため「要保護児童対策地域協議会」を2016年に設置し、虐
待等様々な問題に対応しています。 

課 

題 

設置予定の子ども家庭総合支援拠点及び子育て世代包括支援センターとの一体的な連携
の仕組みづくりが必要です。 

方 

向 
継続 

関
連
施
策 

◆各論２ 基本目標７ 基本施策(１) 

施策の内容 評価 

小児医療体制の整備について、県や関係機関に働きかけを行い促進します。 
医師会等の関係団体との連携を図り、子育てに必要な環境の整備に努めます。 

Ｂ 

実
施
状
況 

小児科専門医については市内1か所のみの状況であることから、国、県等関係機関に小児
医療体制の整備及び確保について調整を図っています。 
また、喜多方市地域・家庭医療センターにおいて、家庭医が子どもから高齢者まで、幅

広い分野の診療を行っています。 

課 

題 

今後も小児医療体制の整備及び医師等の人的資源の確保が必要です。 
また、喜多方市地域・家庭医療センターについては、医師は開設時より増加しています

が、一層の充実が必要です。 

方 

向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論２ 基本目標２ 基本施策(５) 
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施策の内容 評価 

妊娠中から幼児期にいたる母子の健康を守り、子どもの健やかな成長を支援す
るため、引き続き、母子健康手帳の交付、妊産婦保健指導、新生児及び乳児訪問
指導、定期乳幼児健康診査、離乳食教室、健康相談を実施するとともに、健診な
どで経過観察を要する幼児の健やか発達を促すための教室等を開催します。 

Ａ 

実
施
状
況 

安全・安心な妊娠・出産のために、妊娠届出時に正しい知識の普及を図るとともに、妊
産婦健康診査の内容の充実及び健診の必要性を説明し、受診率の向上に取り組んでいます。 
乳幼児の健診の充実及び２歳児健康相談、発達観察相談会等による発達障がいの早期発

見及び継続的な支援を実施しています。 

課 

題 

乳幼児健康診査では全数把握に努め、未受診者に対しては電話や訪問等により状況確認
を実施しています。 
引き続き、未受診者の把握に努める必要があります。 

方 

向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論１ ４地域子ども・子育て支援事業の見込み人数等及び確保の方策
(４) 

◆各論２ 基本目標２ 基本施策(２) 

施策の内容 評価 

育児不安のある保護者への支援として、生後４か月までの全乳児の状況を把握
し、育児における孤立化や虐待予防のための取組みを推進します。 

Ａ 

実
施
状
況 

こんにちは赤ちゃん訪問事業（乳児家庭全戸訪問事業）を実施し、育児に対する不安を
除くための情報提供や養育環境の把握を行っています。また、訪問した家庭で養育支援が
必要な保護者に対し指導・助言を行っています。 

課 

題 

全乳児への訪問を実施しているが、生後４か月までに訪問できないケースがあります。 

方 
向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論１ ４地域子ども・子育て支援事業の見込み人数等及び確保の方策
(２) 

◆各論２ 基本目標１ 基本施策(３) 
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（２）地域における子育て力の向上 

施策の内容 評価 

子育てしている保護者が地域で孤立しないようするため、育児相談体制と保護
者同士の交流の場などの充実を図るとともに、地域における子育て力向上のため
の取組みを推進します。 
子育ての不安を解消し健全な子育てを推進するため、育児に必要な情報の提供

及び相談への対応に努めます。 

Ａ 

実
施
状
況 

子ども及び保護者等、または妊産婦が子育て支援事業を利用できるよう「子ども・子育
て総合相談窓口」において、相談、助言を行うとともに、関係機関との調整を行っていま
す。 
また、保健師等により訪問事業を実施し、子育て相談や助言を行うことにより子育て力

の向上を図っています。 
市内４施設が「地域子育て支援拠点事業」を行っており、地域の方々に施設を開放し子

育て相談や交流事業を行っています。 

課 

題 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）を活用する等、地域
ぐるみで子育てを支援する体制を拡充していく必要があります。 

方 

向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論２ 基本目標１ 基本施策 (１) (２) (３) (５) 
◆各論２ 基本目標２ 基本施策 (１) 

施策の内容 評価 

子育て支援員制度の創設に努めます。 Ｓ 

実
施
状
況 

子育て支援事業を実施する担い手の確保・育成が必要となったことから国において制度
化されました。 
子育て支援事業の各分野の知識や技能等を研修で習得した「子育て支援員」が各子育て

支援事業に従事しています。※制度創設は完了しましたが制度は継続します。 

課 
題 

― 

方 

向 

完了 

関
連
施
策 

― 

施策の内容 評価 

家庭と仕事の両立を図るため、企業等に対し次世代育成支援対策行動計画の策
定について、積極的な働きかけを行い促進します。 

Ａ 

実
施
状
況 

市において行動計画策定の周知に努めた結果、次世代育成支援対策行動計画策定企業が
受けることができる、県の「次世代支援計画支援企業認証」について、市内６社が認証を
受けました。 

課 

題 

ワーク・ライフ・バランス推進に多くの企業に賛同していただけるよう引き続き周知す
る必要があります。 

方 

向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論２ 基本目標５ 基本施策(１) (２) 
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施策の内容 評価 

子育て支援や社会福祉活動を積極的に取り組んでいる企業、事業所、団体等に
対して、その活動を顕彰する制度の創設及び企業等の活動を展開しやすくするた
めの仕組みづくりに努めます。 

Ａ 

実
施
状
況 

子育て支援等に積極的に取り組んでいる企業に対し表彰を行いました。 
また活動の参考となるよう子育て支援等に積極的に取り組む企業や団体等の推進事例

「きらレポ」を市広報やＨＰにおいて公表しております。 

課 

題 

多くの企業に賛同していただけるよう引き続き周知する必要があります。 

方 

向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論２ 基本目標５ 基本施策(１) (２) 

（３）幼稚園・保育所・児童館等の整備・運営 

施策の内容 評価 

各施設の効率的な配置について検討するとともに、必要に応じて施設の耐震化
及び改修等を図り、安全で安心な施設の整備に努めます。 

Ａ 

実
施
状
況 

多様化する保育ニーズに対応するため、公立幼稚園、保育所を幼保一元化、公立認定こ
ども園として10施設を設置しました。また、私立保育園２施設、地域型保育事業所２施設
を認可しました。 
耐震化については、公立認定こども園において全10施設が耐震診断を終えています。児

童館等においては、耐震診断が必要な９施設中３施設が未実施となっていますが、残る施
設も順次行う予定です。 

課 

題 

放課後児童クラブについては、児童数の増加により施設が手狭となる事態も生じていま
す。 

方 

向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論１ ３幼児期の教育・保育の見込み人数及び確保の方策、５総合的な
子どもの放課後対策の推進 

施策の内容 評価 

就学前教育、保育の充実を図る観点から、幼保一元化を展望した中で、市民ニ
ーズに沿った子育て支援サービスの充実に努めます。 

Ａ 

実
施
状
況 

多様化する保育ニーズに対応するため、公立幼稚園、保育所を幼保一元化、公立認定こ
ども園として10施設を設置し、内２施設で低年齢児の受け入れ枠を拡大しました。 
また、私立保育園２施設、地域型保育事業所２施設が開所し提供体制の拡充を図られた

結果、2018年及び2019年４月１日時点における待機児童の解消を図ることができました。
さらに、さまざまな子育て支援事業（延長保育等）の拡充についても、各保育園等の協力
により行っています。 

課 

題 

年度途中で待機児童が発生していることや、０～２歳児の保育ニーズは今後も伸びるこ
とが想定されるため受け入れ先の確保策の検討が必要です。 
また、少子化の進行で、児童数の減少やニーズの変化により、今後どのような対応が必

要か検討が必要です。 

方 

向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論１全般 
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施策の内容 評価 

放課後児童対策として実施している放課後児童健全育成事業を引き続き実施す
るとともに、同事業が実施されていない小学校区においては、放課後児童の健全
育成を図るための事業の展開に努めます。 

Ａ 

実
施
状
況 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）は、すべての小学校区の児童の受け入れ
を実施しています。 
放課後児童クラブ登録児童数 
2015年度 688人、2018年度 822人 

課 

題 

登録者数が年々増加してきて、一部の放課後児童クラブでは施設が手狭となる事態が生
じており、移転や分割等の検討が必要となっています。また、放課後児童クラブを安定的
に運営するための放課後児童支援員等の人材の確保も課題となっています。 

方 

向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論１ ５総合的な子どもの放課後対策の推進 
◆各論２ 基本目標１ 基本施策(２) 

施策の内容 評価 

各施設について地域における子育て支援に必要な人材の育成と確保に努めま
す。 

Ａ 

実
施
状
況 

公立こども園については、正職員、任期付き職員及び嘱託職員の採用や、通年雇用の臨
時職員の雇用を行い保育士の確保に努めており、私立保育施設の保育士等に対しては、新
たに就労した保育士について就業奨励金の支給や処遇改善を図るために補助金を交付し人
材確保に努めています。 
また、県内の保育士養成校を訪問し、市内の保育施設に勤務していただけるよう、募集

要項や保育施設情報を学生に対して周知しています。 

課 

題 

保育サービスの向上を推進していくためには保育士等の人材確保が必要です。 

方 
向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論２ 基本目標１ 基本施策(２) 

施策の内容 評価 

老朽化している児童館等については、他の施設の有効利用などに努めます。 Ａ 

実
施
状
況 

廃止した公立幼稚園や保育所、小学校の余裕教室等を活用して適切な遊び及び生活の場
を提供しています。 

課 

題 

児童数の増加により施設が手狭となる事態も生じており、施設環境の改善に向け更なる
移転やクラブの分割等を検討する必要があります。 

方 

向 

継続 

関
連
施
策 

◆各論１ ５総合的な子どもの放課後対策の推進 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念 

（１）基本的な考え方 

子ども・子育て支援法は、「我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地

域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子どもに関する法律による施策

と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に

必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の

実現に寄与する」ことを目的としていることから、障がい、虐待、貧困、家族の状況

その他の事情により社会的な支援の必要性が高い子どもを含む、すべての子どもの健

やかな育ちを等しく保障することを目指す必要があります。 

家庭は、子どもにとって教育の原点であり、出発点であることから、父母や保護者

は、子育てについての第一義的責任があり、子どもに限りない愛情を注ぎ、その存在

に感謝し、日々成長する子どもの姿に感動して、親も親として成長していくという大

きな喜びや生きがいをもたらします。 

子ども・子育て支援とは、保護者の育児を肩代わりするものではなく、地域や社会

が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげるとともに、子ど

もと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜び

や生きがいを感じることができるよう支援をしていくことが重要です。 

このことから、子ども・子育て支援については、「子どもの最善の利益」が実現さ

れる社会を目指すとの考えを基本に、子どもの視点に立ち、地域全体で子どもを支え、 

 子どもの生存と発達が保障されるよう、良質かつ適切な内容及び水準のものとするこ

とが必要です。 

（２）喜多方市人づくりの指針「未来を拓（ひら）く喜多方人」について 

喜多方市では、人材の育成、青少年の健全育成などを目的とし、喜多方市人づくり

の指針「未来を拓（ひら）く喜多方人」を策定しています。 

この指針は、本市生まれの瓜生岩子刀自、蓮沼門三氏ら先人や藤樹学の教えを尊重 

するともに、本市の置かれた風土や文化、歴史等を踏まえたもので、個性豊かな人間

の創造を期待し、家庭や地域社会、学校などの関係機関が連携してその実現を目指す、

次の５つの努力目標からなっています。 

①強い心・愛啓の心など、豊かな心を持つ人になろう 

②命の大切さを知り、心身ともに健康な人になろう 

③郷土の自然や文化、歴史、伝統に誇りを持ち、より素晴らしい地域を創造する人

になろう 
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④社会の一員として人の道をわきまえ、良心に背くことのない人になろう 

⑤夢や目標に向けて何事にも挑戦し、世界に羽ばたく人になろう  

この努力目標に沿い、将来の喜多方を担う人材の育成、青少年の健全育成などを図

るためには、より一層、乳幼児期の子ども・子育て支援の充実が重要です。 

（３）基本理念 

以上の観点に立ち、本市の子ども・子育て支援事業計画は、これらの理念を踏まえ

ることとします。 

 

《基本理念》 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の基本目標 

本計画では基本理念を実現するために、以下の７項目を基本目標として共生社会を目

指すことを意識し、子ども・子育て支援に係る施策を総合的に展開します。 

 

基本目標１ すべての子育て家庭支援のために 

 

基本目標２ 安心して産み育てやすい体制の整備 

 

基本目標３ 子どもの心身の健やかな成長のための教育環境の整備 

 

基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備 

 

基本目標５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

 

基本目標６ 子どもの安全の確保 

 

基本目標７ 要保護児童への対応など、きめ細かな取組みの推進 

喜多方市の未来を拓く子どもたちのために 

～安全・安心、思いやりのある、子育てにやさしいまち・くらしづくり～ 
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３ 施策の体系図 

  

 

 ≪基本理念≫ ≪基本目標≫ ≪基本施策≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域における子育て支援サービスの充実 

（２）保育サービスの充実 

（３）地域における子育て支援のネットワーク

づくり 

（４）児童の健全育成の推進 

（５）ひとづくり・交流拠点複合施設の整備 

 

１ すべての子育て家庭支援のために 

（１）子育て世代包括支援センターによる支援 

（２）子どもや母親の健康の確保 

（３）食育の推進 

（４）思春期保健対策の充実 

（５）小児医療の充実 

２ 安心して産み育てやすい体制の 

整備 

（１）次代の親の育成 

（２）子どもの生きる力の育成に向けた学校の 

教育環境等の整備 

（３）家庭や地域の教育力の向上 

３ 子どもの心身の健やかな成長の 

ための教育環境の整備 

（１）良質な住宅の確保 

（２）安全・安心なまちづくりの推進等 
４ 子育てを支援する生活環境の整備 

（１）多様な働き方の実現及び働き方の見直し

等 

（２）仕事と子育ての両立の推進 

５ 職業生活と家庭生活との両立の 

推進 

～
安
全
・
安
心
、
思
い
や
り
の
あ
る
、
子
育
て
に
や
さ
し
い
ま
ち
・
く
ら
し
づ
く
り
～ 

喜

多

方

市

の

未

来

を

拓

く

子

ど

も

た

ち

の

た

め

に 
（１）子どもの交通安全を確保するための活動

の推進 

（２）子どもを犯罪等の被害から守るための 

活動の推進 

６ 子どもの安全の確保 

（１）児童虐待防止対策の充実 

（２）ひとり親家庭の自立促進の推進 

（３）子どもの貧困対策の推進 

（４）障がいを有する子どもへの施策の充実 

（５）支援が必要な子どもや保護者へのケア 

７ 要保護児童への対応など、きめ細 

かな取組みの推進 
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